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◆つづいて衆議院！

http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2017/kaihyou/ya22.html#k007

衆議院　読売新聞　2017

各議員さんの名前がわかったら、それぞれの事務所やE-mail の連絡先を調べて
意見を届けてください。　

①「衆議院　読売新聞　2017」と検索

もし、このページに行き着かなか

ったらこの URL を打ってください。

③自分の住んでいる都道府県を
　 クリック

④自分の住んでいる地域をクリック

この画面になります。

この画面になります。

⑤1区～たくさん区が出てきます。

全ての区の　　と　　マークが名前

の横にある議員さんに意見を届けて

ください。

②ここをクリック

参議院と衆議院両方へアクションお願い致します。



改正を求める点
ここからは改正を求める8つの項目について詳しくご紹介します

世界スタンダードの動物福祉をもりこむ１

　　

＜要望＞

簡単に言うとなんで変えなきゃダメなの？

●動物福祉の５つの自由は動物の福祉の国際原則 !

　オリンピックを前に、法律を世界スタンダードの

　レベルにしないと恥ずかしい！

動物福祉が守られる法律に

動物福祉の5つの自由を明記
5 つの自由は国際常識なのに、日本は下記の
2個が欠けてるので。

●「恐怖や抑圧からの自由」
●「自然に行動できる自由」を追加！

世界に恥じな
い

日本にしたい
！



第一種動物取扱業の規制を強化2

　 対象種の拡大：「すべての脊椎動物」とする（両生類、魚類（観賞
    魚）を含める）

　 対象業種の追加：「生きている脊椎動物を扱うすべての業」とする
   （動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者、
    補助犬取扱施設等を含める）

　 今ある規制の実効性をあげる。

　移動展示・移動販売禁止

＜要望＞

先進国としてはこのくらいは
いれないとダメ！

簡単に言うとなんで変えなきゃダメなの？

●ヘビは守られてカエルは守られないっておかしい

事前の立入検査もできないし、
不適切な飼育と輸送が行われている。

違反してても取り締まられ
ない例が沢山。

●劣悪な扱いをする業者を無くしたい！

基準をもっと明確にして、改善されない業者は
登録取消にして！

●動物を扱う業者を公平に！
登録を義務付けられているペットショップや動物
園などその他の動物取扱業者との間に不公平も
生じている。

僕も守って！

爬虫類

両生類



兵庫県は届け出制にしていて研究者に不利益は出していません！国も続いて！

動物の科学上の利用について、動物を用いない方法
がある場合、その利用を義務とする3

簡単に言うとなんで変えなきゃダメなの？

●動物実験の代替法がある時はちゃんと使って
　ほしいから

●実験動物の状況を誰も把握してないのはおかしい

●国際常識のない法律では、競争力を失う

＜要望＞

◆REPLACEMENT・・・動物を使用しない実験方法への代替
◆REDUCTION・・・ 実験動物数の削減
◆REFINEMENT・・・実験方法の改良により実験動物の苦痛の軽減

EU

登録 or
認可

最低年１回

自由登録 登録

なし

なし

アメリカ

罰 則

韓国 日本

施 設

査 察 抜き打ち あり

ありありあり

動物実験の３Rが一部しか義務になってないので全部義務に！

先進国で場所さえ把握
してない国は無い。

動物実験施設がどこにあるのか行政が把握

代替法の開発・普及を国の責務とする

先進諸国に比
べ

無法地帯。



産業動物についての条項を追加4

簡単に言うとなんで変えなきゃダメなの？

＜要望＞
動物愛護法内に産業動物についての条項を設ける

国際基準を守ること、殺すときはできる限り苦痛を与えない方法
を用いることを明記

連携機関に、畜産関係の地方行政を加え、虐待が行われないよう
に監視・指導できるようにする
 

今は条項が一つもないので畜産業が動物
愛護法の適用外だと勘違いされている。

養鶏所のスタッフが

鶏を生きたまま焼却炉へ

投げ込んでいる。

動物なのにモノ扱い

先進国として恥ずかしい！！養鶏業における鶏の焼殺事件

ゴミのように扱わないで！
まだ生きてる！！

動物への虐待が日常化

●畜産業者は動物愛護法が適用されないと思っているところ
　が多い。だから、こんな事が日常化！畜産動物も命として
　扱うように意識させたいから！

●欧米だけでなく中国や韓国、台湾も畜産動物を守る法律を
　高めていっている



＜要望＞

特定動物の愛がん飼養の禁止等、規制を強化5

危険な動物（特定動物）
の個人の飼養は禁止に

危険な動物を

素人が飼うっ
て

ダメでしょ！
？

簡単に言うとなんで規制した方が良いの？

●特定動物が逃げた時の市民の安全のため

危険な動物 (猛獣とか毒蛇とかね！ )

こういう事を防ぐためにも！！

もしも ...
隣の家が毒蛇や熊を
飼ってて逃げたら
どうするの！？

災害時で逃げた時、飼育放棄で捨てられた時、

市民と動物の安全を守るため絶対に規制すべき

●飼育環境が劣悪になりやすいから



＜要望＞

自治体による引取り・収容・殺処分の改善6

コンクリートの床にエアコンも無い保健所をもう少し
良い環境にしてあげたい。 殺処分も苦しまない方法に。

●猫が邪魔で殺すために保健所に持ってい
　く人が未だにいるから

簡単に言うとなんで規制した方が良いの？

駆除目的の猫の引取りをなくす。

収容環境や殺処分方法の改善。

　

たすけて！

●今の殺処分は安楽死ではない
　炭酸ガスによる窒息死。せめて苦しまな
　い方法にして欲しい



虐待防止の強化7

＜要望＞
虐待の定義に①～⑪も含め、虐待の判断をしやすくする
① 身体的な苦痛を与える
② 習性に適した給餌、給水を怠る
③ 酷使したり、加重労働させる
④ 拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない
⑤ 習性や生態に反した飼養管理を行う
⑥ 傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る
⑦ 苦痛を与える輸送をする
⑧ 闘わせる
⑨ 不適切な明るさのもとにおく
⑩ 過密状態で飼養する
⑪ 精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける

行政による緊急一時保護を可能にする

動物を殺したり虐待した人が二度と動物を

飼えないようにする

●虐待の定義があいまいで、取り締まる事も困難だから！
●死にそうなほど虐待されていても、飼い主が所有権を放棄
　するまでレスキューできないから！
●動物を殺した人が、また動物を飼えるのっておかしい

酷い事されてる時は
助けて欲しいよ !!

簡単に言うとなんで規制した方が良いの？



罰則の強化8

僕たちだって生きてる！
法律で守って ! ！

＜要望＞
動物虐待罪の上限を器物損壊と同等か
それ以上にする
（懲役を「五年以下」に）

罰則の対象をすべての脊椎動物とする
(両性類、魚類を含める )

動物殺して

「器物破損」
で処罰って

先進国の

法律ですか！
？

●生き物を殺した罪が、物を壊した時より軽いっておかしい！

●両生類も、魚類も科学的に痛みや苦しみを感じることが
　証明されている

簡単に言うとなんで規制した方が良いの？



緊急一時保護の実現など虐待防止を強化／罰則を強化
（第六章）

殺傷罪の罰則の上限を器物損壊より重くするなど、罰則を強化する。適切
な運動をさせない、恐怖やストレスを与える、世話をせず放置するなどの
虐待の定義を盛り込むことで取締りや立件をしやすくするとともに、行政
による緊急一時保護を可能にする。また、すべての脊椎動物を対象とする。

今国会にて、「動物の愛護及び管理に関する法律」の 4度目の改正が行われる予定です。私たちは、この法律の実効性
を高め、また守られる動物種と規制対象になる業種を広げること等によって、人が飼育する国内のすべての動物がよ
り適正に扱われるよう、改正していただくことを求めています。

家庭動物

実験動物

展示・販売・その他 
業者の扱う動物

産業動物
（畜産動物）

『5つの自由』を盛り込む
( 第 2 条 )

基本原則に、現行法に欠けている「恐怖
や抑圧からの自由」「自然に行動できる自
由」を追加し、動物福祉の国際原則を法
の理念に掲げる。

第一種動物取扱業の規制を強化・拡大 ( 第二節 )
最低限の飼育環境設備の基準を定め、立入を義務化する等、ペット
ショップやブリーダー、動物園や動物カフェ等の動物取扱業の規制を
強化し、動物を適切に扱えない業者や移動展示販売業者等は営業でき
ないようにする。また対象業種に動物実験施設、畜産関係業、輸送業

者等、生きている脊椎動物を扱うすべての業を含める。

動物実験の代替・削減を強化 
（第 41条）

代替法がある場合にそれを利用することや実験動物使用数の
削減を義務とすることで、「動物実験の 3R 」に実効性を持
たせる。また、代替法の開発・普及を国の責務とする。

畜産動物についての条項を追加 
（新設）

国際的な基準を踏まえた飼育や処分方法に関する基準を定め
る等、基本的な条項を新たに作る。農林水産省の各機関と連
携し、畜産業においても動物福祉が守られるようにする。

特定動物の規制を強化 
（第 26条）

適正に飼育することが難しい
ライオンやクマ等の特定動物
をペット目的で飼育すること
の禁止等、規制を強化する。

自治体による引取り・収容・ 
殺処分の改善（第 35条）

犬猫の定点収集を実質禁止し、駆
除目的で捕獲された猫の引取りを
原則禁止とする。殺処分方法、収
容施設の改善により、収容動物の
福祉を向上させる。

繁殖制限を強化 
（第 37条）

遺棄や殺処分、劣悪多頭飼育等
をなくすため、犬猫に限らず飼
育している動物の繁殖制限をよ
り強く促す。また自治体に地域
猫活動支援を義務付ける。

犬や猫の福祉もまだまだ ふやさない！ 飼わない！

・人が意図的に動物に苦痛を与える
にもかかわらず自主規制

・先進諸国では施設は認可や登録制
・福祉や代替の取り組みが遅い

・数が最も多いのに保護されない
・虐待や不適切な取扱いが横行
・改善指導する法的根拠がない

・劣悪飼育業者を排除できていない
・飼育に適さない動物が売られたり、 
ふれあい展示に使われたりしている

・輸送ストレスについて意識が低い

すべての飼育動物にかかる原則や罰則の強化　動物福祉の底上げ

動物取扱業の規制の強化

NPO法人動物実験の廃止を求める会／認定NPO法人アニマルライツセンター／ PEACE 命の搾取ではなく尊厳を
問い合わせ先：PEACE 事務局　東京都豊島区東池袋 3-1-1　サンシャイン 60 １F　MBE510　TEL：070-5569-7689

※実験動物も畜産動物も、非常に基本的な事柄のみ改正を要望しています。


